
 

 

                 

いじめ未然防止を合言葉に  
                    校長  小澤  新也  

 

早いもので、本年度も締めくくりの月となりました。日頃より本校の教育活動にご理解とご協力

をいただき、心より感謝申し上げます。 

4月の学校だよりで、今年度の学校づくりの重点を「多様な他者とのかかわりを通して、新しい

自分に出会う」とすることをお伝えしました。子どもたちにとっての多様な他者の入り口となるの

が、ともに教室で学ぶ仲間です。日々の学習で、休み時間や掃除等で、そして学校行事で、互いに

かかわりながら成長しました。 

子ども同士のかかわりがあるということは、当然望ましいことだけでなくトラブルも発生しまし

た。子供同士がしっかりと向き合い乗り越えていくことを大事にしたいですが、周りにいる大人の

見守りや対応も欠かせません。教職員が気付かず、保護者の方からの指摘で始まった対応も多くあ

ります。解決に至ったものがほとんどですが、ケースによっては継続指導中のものもあります。 

本校では、子どもたちが安心して学校生活を送ることができるように「いじめ防止基本方針」を

作成しています。いじめ防止は、学校・家庭・地域が連携して取り組むことで一層の効果があると

考えます。年度の終わりが近づいていますが、知っておいていただきたいポイントをお伝えします。 

1 「いじめ」の定義と基本的な考え方 

いじめは「どの子にも、どの学級でも起こりうるもの」であり、「絶対に許されない人権侵害」

であるという姿勢をとっています。  

・本人の感じ方を最優先：相手が苦痛を感じていれば、「いじめ」として扱います。 

・早期発見・早期対応： 些細な変化も見逃さず、迅速に動くことを鉄則としています。 

２ 学校が必ず行う「３つのアクション」組織的に対応することを基本として 

・未然に防ぐ：道徳やその他の時間を使って、年 3回以上の「いじめに関する授業」を実施し、

相手の痛みを想像する力を育てています。 

・すぐに見つける：毎月「心のアンケート」を行い、必要に応じて個人面談を実施し、子供から

の SOSをキャッチしています。 

・徹底して守る：被害を受けた子には「全力で守る」と伝え、スクールカウンセラー等と連携し

て心のケアを最優先しています。 

３ 保護者との連携  いじめが疑われる場合、以下のような対応を行います。 

・正確な報告：事実関係を隠さず、正確かつ迅速に保護者へ伝えます。 

・家庭との共同：学校での指導方針を共有し、家庭での様子も聞きながら、一緒にお子様を支え

る体制を作ります。 

・相談窓口の充実：スクールカウンセラーや教育センター等と連携し、お子様が学校外でも助け

を求められる環境を整えています。 

町田市が 2月に作成した保護者向けのリーフレット「子どもの不安や悩みに寄り添うために」

をテトル配信しています。そちらもぜひ、ご一読ください。 

次年度も、子ども一人一人のよさが輝く学校づくりを進めてまいります。引き続き、学校と家庭

がともに歩みながら、子どもたちの健やかな成長を支えていければ幸いです。 
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３月の行事予定                 お知らせとお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                 

                        

 

 

 

 

日 曜 朝 行事予定 時数 

    
1

年 

２

年 

３

年 

４

年 

５

年 

６

年 

１ 日         

２ 月 朝会 
5 時間授業 

6 年生を送る会 放課後英語  
５ ５ ５ ５ ５ ５ 

３ 火 モ 5 時間授業 ５ ５ ５ ５ ５ ５ 

４ 水 モ おはなし会（２） ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

５ 木 集会 委員会 ５ ５ ５ ５ ６ ６ 

６ 金 モ SC いじめ対応チーム   ４ 
金

５ 

金

６ 

金

６ 

金

６ 

金

６ 

７ 土         

８ 日         

９ 月 朝会 サポートルーム面談始 ５ ５ ５ ６ ６ ６ 

１０ 火 モ  ５ ５ ６ ６ ６ ６ 

１１ 水 モ 避難訓練（地震） ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

１２ 木 読書 
読み聞かせ ５時間授業 

安全指導・安全点検 
５ ５ ５ ５ ５ ５ 

１３ 金 モ SC ４ 
金

５ 

金

６ 

金

６ 

金

６ 

金

６ 

１４ 土         

１５ 日         

１６ 月 朝会  ５ ５ ５ ６ ６ ６ 

１７ 火 モ  ５ ５ ６ ６ ６ ６ 

１８ 水 モ  ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

１９ 木 集会 
卒業式予行 6 時間授業（５・６）

サポートルーム面談終 
４ ４ ４ ４ ６ ６ 

２０ 金  春分の日       

２１ 土         

２２ 日         

２３ 月 朝会 給食終 卒業式準備（５） ５ ５ ５ ６ ６ ６ 

２４ 火  卒業式     ２ ２ 

２５ 水  修了式 ３ ３ ３ ３ ３  

２６ 木  春季休業日開始       

２７ 金         

２８ 土         

２９ 日         

３０ 月         

３１ 火         

【下校時刻】 

３→11:40 ４→13:10 ５→14:40 ６→15:30  
金５→14：15 金６→15：10 
クラブ→15:45委員会→15:30 
【行事予定 記号】SC→カウンセラー来校日              

保健室からのお知らせ 
〇保健室関係書類 
 新年度に使用する保健関係の書類を、封筒
に入れて３月２３日(月)に配布します。春休
み中に記入しておいてください。 
４月６日(月)に新担任が回収します。 

〇けんこうカード 
 １年間の成長の記録や健康診断の結果を
あゆみのファイルに入れてお渡しします。昨
年度お渡ししたカードに貼っておいてくだ
い。ご家庭で保管となります。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第５３回「卒業式」 
 今年度１０３名の児童が本校を巣立って
いきます。在校生の代表として５年生が、参
加します。 
【日時】３月２４日(火)９：３０～ 
【場所】本校体育館 
※詳細については、保護者会だよりをご覧く
ださい。 
※１年生から４年生は、２４日はお休みとな
ります。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

あゆみについて 
１年生から５年生は２５日(水)、６年生は

２３日(月)に「あゆみ」をファイルに入れて
持ち帰ります。 
 ぜひお子さんの頑張りを褒め、来年度に向
けて励ましてください。 
※ファイルの返却は必要ありません。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新年度の「始業式」について 
 ４月６日(月)８：００～８：１５登校 
       ３時間授業 

（新６年生のみ４時間授業） 
【持ち物】上履き、学年から連絡があった

もの 
※今年度より、始業式と入学式の日程は別日
となり、始業式の日の授業時間が変わりま
した。 

※そのため、例年手さげで登校していました
が、今年度より手さげの必要はありませ
ん。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
第５４回「入学式」について 

 ４月７日(火)１０：４０～ 
【入学式への参列学年】 
新２年生（全員）、新６年生（全員） 

 ※新２・６年生は、３時間授業 
  下校時刻：２年生１１：００頃 
       ６年生１２：００頃 
※新３・４・５年生は、２時間授業 
 下校時刻：１０１５頃 

 ※下校時刻は、前後する可能性がありま
す。 

もうすぐ卒業！ 

もうすぐ進級！ 

 


